
１２ ４
月
か
ら
の
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い

水
道
料
金
が
変
更
に
な
り
ま
す

（１月当たり：消費税込み）

（１月当たり：消費税込み）

（水量 1㎥当たり：消費税込み）

※平成 25 年 7 月から平成 30 年 6 月までの 5 年間は経過措置期間となっています。

単位：円

単位：円

◆基本料金

◆区分毎の使用料

◆従量料金

口径

改正前 改正後

一般用
温泉事業区域
および入湯税
特別徴収者用

一般用
温泉事業区域
および入湯税
特別徴収者用

13 mm 1,050 1,080

20 mm 1,260 1,296

25 mm 3,360 3,456

30 mm 5,460 5,616

40 mm 12,075 

7,140 

12,420 

7,344 
50 mm 21,000 21,600 

75 mm 50,190 51,624

100mm 86,310 88,776

種別 口径
水量段階 (㎥ )

1～5 6～10 11～20 21～30 31～50 51～100 101～500 501～1000 1001～

改
正
前

一般用
13 mm および
20 mm 52.5 84.0 189.0

199.5 220.5 231.0 178.5 136.5 105.0
25 mm 以上 189.0

温泉事業区域
および入湯税
特別徴収者用

13 mm および
20 mm 52.5 84.0

73.5
25 mm 以上 84.0

改
正
後

一般用
13 mm および
20 mm 54.0 86.4 194.4

205.2 226.8 237.6 183.6 140.4 108.0
25 mm 以上 194.4

温泉事業区域
および入湯税
特別徴収者用

13 mm および
20 mm 54.0 86.4

75.6
25 mm 以上 86.4

４
月
か
ら
の
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
５
月
請
求
分
か
ら

下
水
道
使
用
料
が
変
わ
り
ま
す

　

消
費
税
法
及
び
地
方
税
法
の
改
正

に
伴
い
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら

消
費
税
率
等
が
８
％
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
26
年
５
月
検
針

分
（
４
月
使
用
分
）
か
ら
の
水
道
料

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、
下

水
道
使
用
料
（
公
共
下
水
道
事
業
、
特

定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
、
農
業

集
落
排
水
事
業
、
林
業
集
落
排
水
事
業
、

簡
易
排
水
事
業
、
浄
化
槽
事
業
）
が
５

月
請
求
分
か
ら
変
更
に
な
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
／
下
水
道
課
（
西
木
庁
舎
）

　

（
43
）
２
２
９
６

金
が
、
次
の
と
お
り
改
正
後
の
水
道

料
金
表
に
よ
る
算
定
金
額
と
な
り
ま

す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
／
企
業
局
業
務
課

　

（
54
）
２
３
８
８

区分 汚水量 改正前使用料 改正後使用料

基本使用料 5 ㎥ まで 735 756

超過使用料

（1 ㎥ につき）

  6 ㎥ ～ 10 ㎥ 105 108

11 ㎥ ～ 20 ㎥ 136.5 140.4

21 ㎥ ～ 30 ㎥ 147 151.2

31 ㎥ ～ 40 ㎥ 157.5 162

41 ㎥ ～ 50 ㎥ 168 172.8

51 ㎥ ～100 ㎥ 178.5 183.6

101 ㎥ 以上 189 194.4

区分 改正前使用料 改正後使用料

専用住宅
および

併用住宅等

・基本使用料　　1,575 円

・世帯員割額　　１人につき　525 円
・基本使用料　　1,620 円
・世帯員割額　　１人につき　540 円

事業所等
・基本使用料　　3,150 円
・従業員等割額　１人につき　525 円

・基本使用料　　3,240 円
・従業員等割額　１人につき　540 円

単位：円

公共下水道事業・農業集落排水事業等

浄化槽事業

世帯員数 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人

改定前 2,100 2,625 3,150 3,675 4,200 4,725

改正後 2,160 2,700 3,240 3,780 4,320 4,860

汚水量 5 ㎥ 10 ㎥ 20 ㎥ 30 ㎥ 40 ㎥ 50 ㎥

改正前 735 1,260 2,625 4,095 5,670 7,350

改正後 756 1,296 2,700 4,212 5,832 7,560

（消費税込み）◆各汚水量の使用料比較表
単位：円

（１月当たり：消費税込み）

（１月当たり：消費税込み）

◆浄化槽の使用料

◆世帯員割毎の使用料比較表《一般家庭の場合》 単位：円
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●総務課　 43-1111

●ホームページ　http://www.city.semboku.akita.jp/

●ｆａｃｅｂｏｏｋ　https://www.facebook.com/sembokucity

●角館地域センター（サポートセンター）　 43-3309

市
役所

からのお知らせ
　

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ

ｎ　

●西木地域センター（サポートセンター）　 43-2200　
●桧木内出張所（サポートセンター）　 48-2001　

●上桧木内出張所（サポートセンター）　 49-2159

●田沢湖地域センター（サポートセンター）　 43-1147

●田沢出張所（サポートセンター）　 43-1351　

●神代出張所（サポートセンター）　 43-1352



３

４
５

６７
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仙
北
市
介
護
老
人
保
健
施
設 

に
し
き
園

仙
北
市
臨
時
介
護
職
員
の
募
集

●
業
務
内
容
／
施
設
利
用
者
の
身
の
回
り

　

の
世
話
（
食
事
、
入
浴
、
着
替
え
、
排

　

泄
等
）
な
ど
の
介
助
全
般
、
夜
勤
あ
り

●
募
集
人
数
／
３
人

●
募
集
要
件
／
・
経
験
者
尚
可　

・
介

　

護
職
員
初
任
者
研
修
修
了
以
上
あ
れ

　

ば
尚
可　

・
普
通
自
動
車
免
許
（
通

　

勤
用
）

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

●
募
集
期
間
／
４
月
16
日
（
水
）
～
28

　

日
（
月
）
ま
で

●
募
集
住
宅
／

　

松
葉
住
宅 

西-

２
０
１
（
築
9
年
）

◎
住
所
／
西
木
町
桧
木
内
字
松
葉

　

２
４
７-

３

◎
規
格
／
集
合
住
宅
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

◎
階
数
／
２
階
建
て
の
２
階

◎
月
額
家
賃
／
３
万
５
０
０
０
円　

　
（
駐
車
料
金
１
台
分
含
む
）

◎
月
額
駐
車
料
金
／
１
０
２
０
円　

　
（
２
台
目
よ
り
）

※
月
額
家
賃
の
３
か
月
分
の
敷
金
の

　

納
付
、
連
帯
保
証
人
が
必
要
と
な

　

り
ま
す
。（
抽
選
日
か
ら
10
日
以
内
）

※
暖
房
器
具
は
、
湿
気
防
止
の
為
、
屋

　

外
給
排
気
式
（
Ｆ
Ｆ
式
等
）
ま
た
は

　

電
気
ス
ト
ー
ブ
を
使
用
し
て
い
た
だ

　

き
ま
す
。

※
申
込
は
１
世
帯
１
戸
限
り
で
す
。

●
入
居
資
格
／
次
の
①
～
④
ま
で
の

　

条
件
に
す
べ
て
あ
て
は
ま
る
こ
と
。

①
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し
よ

　

う
と
す
る
親
族
が
あ
る
こ
と
。（
婚

　

姻
の
予
約
者
を
含
む
）

②
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と

　

が
明
ら
か
な
者
で
あ
る
こ
と
。

③
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
で
あ

　

る
こ
と
。

④
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。

４
月
30
日
（
水
）

夜
間
納
税
窓
口
開
設

の
お
知
ら
せ

　

日
中
、
仕
事
な
ど
で
市
税
を
納
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、
夜
間

納
税
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

　

ま
た
、
諸
事
情
に
よ
り
市
税
を
納
め

る
こ
と
が
困
難
な
方
の
た
め
に
納
税
相

談
窓
口
も
併
せ
て
開
設
し
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

●
日
時
／
４
月
30
日
（
水
）

　

17
時
15
分
～
19
時

※
開
設
時
間
に
都
合
が
つ
か
な
い
場
合

　

は
、
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
場
所
／
税
務
課
、
角
館
・
西
木
地
域

　

セ
ン
タ
ー

●
問
合
せ
／
税
務
課
（
田
沢
湖
庁
舎
）

　

（
43
）
１
１
１
７

長
崎
県
大
村
市
、
茨
城
県
常
陸
太

田
市
、
秋
田
市

『
交
流
都
市
物
産
展
』
開
催

　

今
年
も
角
館
の
桜
ま
つ
り
の
期
間
に

あ
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
元
名
産
品

を
中
心
に
、
各
交
流
都
市
の
魅
力
を
発

信
す
る
交
流
都
市
物
産
展
が
開
催
さ
れ

ま
す
。

　

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
、ご
家
族
・
ご
友
人
・

ご
近
所
様
な
ど
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、

会
場
ま
で
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

●
日
時
／
５
月
１
日
（
木
）、２
日
（
金
）

　

10
時
～
16
時

●
会
場
／
仙
北
市
役
所
角
館
庁
舎
前

●
参
加
都
市
／
長
崎
県
大
村
市
、
茨
城

　

県
常
陸
太
田
市
、
秋
田
市

●
問
合
せ
／
企
画
政
策
課
（
田
沢
湖
庁

　

舎
）　

（
43
）
１
１
１
２

市
税
徴
収
嘱
託
員
の
募
集

　

仙
北
市
で
は
、
市
税
を
徴
収
す
る
嘱

託
員
を
募
集
し
ま
す
。

●
業
務
内
容
／
市
税
の
徴
収
業
務
、
徴

　

収
業
務
に
伴
う
関
連
事
務
等

●
勤
務
時
間
／
１
日
当
た
り
７
時
間
30

　

分
以
内
（
８
時
30
分
か
ら
16
時
45
分

　

ま
で
）

※
１
週
間
あ
た
り
30
時
間
以
内
、
１
か

　

月
当
た
り
18
日
以
内

●
資
格
条
件
等
／
採
用
時
に
30
歳
以
上

　

65
歳
未
満
の
方
（
男
女
の
性
別
は
問

　

い
ま
せ
ん
が
、
普
通
自
動
車
の
免
許

※
単
身
入
居
の
場
合
は
、
条
件
が
あ
り

　

ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

　

い
。（
昭
和
31
年
4
月
1
日
以
前
に

　

生
ま
れ
た
方
は
申
込
可
能
等
）

※
市
外
在
住
の
方
で
も
入
居
可
能
で
す
。

※
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
事
前
に

　

都
市
整
備
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
申
込
方
法
／
申
込
書
に
必
要
事
項
を

　

記
入
し
必
要
書
類
を
添
え
て
、
募
集

　

期
間
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
当

　

日
必
着
）

●
提
出
先
・
申
込
書
設
置
場
所
／

　

都
市
整
備
課
（
西
木
庁
舎
）、
田
沢

　

湖
・
角
館
地
域
セ
ン
タ
ー

●
添
付
書
類
／

①
入
居
希
望
者
全
員
の
市
税
の
滞
納

　

が
な
い
こ
と
を
証
明
で
き
る
も
の

　

各
１
通
（
学
生
は
除
く
）

②
入
居
希
望
者
全
員
の
平
成
25
年
度

　

市
県
民
税
課
税
証
明
書
各
１
通
（
所

　

得
・
控
除
・
年
税
額
の
記
載
の
あ

　

る
も
の
）

③
入
居
希
望
者
の
世
帯
の
住
民
票
謄

　

本
１
通
（
省
略
事
項
の
な
い
も
の
・

　

婚
姻
予
定
者
等
は
各
１
通
）

④
生
活
保
護
受
給
者
は
、
生
活
保
護

　

受
給
証
明
書
1
通

⑤
単
身
入
居
者
は
、
戸
籍
謄
本
1
通

　
（
単
身
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

　

も
の
）

⑥
そ
の
他
特
別
な
事
由
の
書
類

※
い
ず
れ
も
市
役
所
窓
口
で
発
行
し
て

　

い
ま
す
。（
手
数
料
が
掛
か
り
ま
す
）

●
選
考
方
法
／
応
募
者
多
数
の
場
合
、

　

書
類
審
査
の
う
え
公
開
抽
選
（
申
込

　

人
に
よ
る
く
じ
引
き
）
を
行
い
ま
す
。

◎
抽
選
日
時
／
５
月
９
日
（
金
）
14
時

◎
抽
選
場
所
／
西
木
総
合
開
発
セ
ン

　

タ
ー　

２
階　

農
林
研
修
室

●
入
居
時
期
／
５
月
16
日
（
金
）
か
ら

　

入
居
可
能
で
す
。

●
問
合
せ
／
都
市
整
備
課　

　

住
宅
公
園
係
（
西
木
庁
舎
）

　

（
43
）
２
２
９
５

市民参加型インフラ維持整備事業への資
材支給の募集

　市民が参加し生活環境の改善を図るため、地域のイン
フラ維持整備を行う場合、これに必要な資材の支給を行
います。
●対象者／仙北市在住の市民で、市長が適当と認める団
　体（市民団体、ボランティア団体等）
●対象となる事業場所／認定道路以外の道路で、公共性
　の高い道路および地域が共同で使用する水路等
●対象物および対象件数／側溝等のコンクリート構造
　物、砂利、砕石、舗装用材等。ただし、消耗品的なも
　のは対象外。
　1 申請あたり 10 万円を上限とし、年度を通じて 1 回
　の支給となります。
　※支給対象事業は申請順を基本としますが、地域的偏
　差が認められると市長が判断した場合は、当該事業を
　対象としない場合があります。
●申請方法／資材の支給を受けようとする団体は、募集期
　間内に資材支給申請書を市長あてに提出してください。
　※申請書用紙は、建設課および各地域センターにあり
　ます。また、仙北市ホームページからダウンロードも
　できます。
●募集期間／ 4 月 15 日（火）から
●資材支給日 ／事業着手の前日までに施工場所へ運搬
　して支給します。
●申請・問合せ／
　〒 014 - 0592　西木町上荒井字古堀田 47
　建設課 監理係　 43-2294　℻   47-2166

●
雇
用
期
間
／
雇
用
日
～
平
成
26
年
９

　

月
30
日
（
契
約
更
新
の
可
能
性
あ
り
）

●
募
集
期
間
／
募
集
人
員
に
達
す
る
ま
で

●
申
込
方
法
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
の

　

紹
介
状
と
履
歴
書
を
仙
北
市
介
護
老

　

人
保
健
施
設 

に
し
き
園
へ
ご
持
参
く

　

だ
さ
い
。

●
選
考
方
法 

／
面
接
に
よ
っ
て
選
考
し

　

ま
す
。

●
問
合
せ
／
仙
北
市
介
護
老
人
保
健
施

　

設  

に
し
き
園　

（
47
）
３
２
１
１

　

を
有
し
て
い
る
方
）

●
報
酬
額
／
月
額
10
万
円

●
募
集
人
員
／
１
人

●
選
考
方
法 

／
面
接
試
験
（
履
歴
書
を

　

４
月
24
日
必
着
で
郵
送
ま
た
は
持
参　

　

く
だ
さ
い
）

※
面
接
日
は
後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
採
用
予
定
日
／
平
成
26
年
５
月
１
日

●
申
込
・
問
合
せ
／

　

〒
０
１
４
‐
１
２
９
８

　

田
沢
湖
生
保
内
字
宮
ノ
後
30

　

仙
北
市
税
務
課

　

（
43
）
１
１
１
７

　今年で 4 回目の参加となる「チャレンジデー」が

5 月 28 日（水）に開催されます。対戦相手は広島
県北広島町（人口 19,741 人、参加 2 回目）に決定しました。
　チャレンジデーは午前 0 時から午後 9 時までの間に継
続して 15 分以上の運動やスポーツ等を行った住民の参
加率（％）を対戦自治体と競うものです。
　当日は運動をして報告しましょう！
※詳しい内容は今後の市広報、市ホームページ等でお知
らせします。
●問合せ／仙北市チャレンジデー実行委員会事務局（ スポー
　ツ振興課内：角館庁舎） 43-3390
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市民総参加健康づくりの日

スポーツで明るく元気な仙北市！
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子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
に
つ
い
て

　

平
成
26
年
４
月
か
ら
の
消
費
税
引
き

上
げ
に
際
し
、
子
育
て
世
帯
へ
の
影
響

を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
子
育
て
世
帯

の
消
費
の
下
支
え
を
図
る
観
点
か
ら
、

臨
時
的
な
給
付
措
置
と
し
て
、
子
育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
を
給
付
す
る
予

定
で
す
。

　

な
お
、
具
体
的
な
申
請
受
付
時
期
や

手
続
き
等
に
つ
い
て
は
、
決
ま
り
次
第

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
給
付
対
象
者
／
基
準
日
と
な
る
平
成

　

26
年
1
月
1
日
で
、
平
成
26
年
1
月

　

分
の
児
童
手
当
（
特
例
給
付
を
含
む
）

【
社
会
教
育
委
員
】

　

社
会
教
育
法
に
基
づ
く
委
員
で
、
教
育
委

員
会
の
諮
問
に
応
じ
社
会
教
育
に
関
す
る
諸

計
画
を
立
案
し
た
り
、
教
育
委
員
会
の
会
議

に
出
席
し
社
会
教
育
に
関
し
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
市
の
公
民
館
長
、

市
民
会
館
長
、
図
書
館
長
の
諮
問
に
応
じ
て

各
種
事
業
の
企
画
実
施
に
つ
い
て
審
議
、
提

言
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　

社
会
教
育
委
員
は
次
の
方
々
が
再
任
さ
れ

ま
し
た
。（
敬
称
略
）

　

委
員
長　

佐
藤 

正
美
（
角
館
）

　

委
員
長
職
務
代
理
者

　
　
　
　

羽
根
川 

覚 　
（
田
沢
湖
）

　

委
員　

阿
部 

節
子 　
（
田
沢
湖
）

　

委
員　

大
石 

淳 　
　
（
田
沢
湖
）

　

委
員　

坂
本 

邦
子 　
（
田
沢
湖
）

　

委
員　

鈴
木 

勝
一 　
（
田
沢
湖
）

　

委
員　

田
村 

雄
幸 　
（
角
館
）

　

委
員　

廣
川 

浩
子 　
（
角
館
）

　

委
員　

藤
村 

榮
一 　
（
角
館
）

　

委
員　

三
浦 

栄
子 　
（
角
館
）

　

委
員　

浅
利 

重
昭 　
（
西
木
）

　

委
員　

阿
部 

陽
子 　
（
西
木
）

　

委
員　

大
澤 

博
公 　
（
西
木
）

　

委
員　

門
脇 

ト
キ
ヨ （
西
木
）

　

委
員　

齋
藤 

昭
道 　
（
西
木
）

　

任
期
２
年

　
（
平
成
26
年
２
月
20
日
～
平
成
28
年
２
月
19
日
）

　

受
給
者
の
う
ち
、
平
成
25
年
中
の
所

　

得
が
児
童
手
当
の
所
得
制
限
額
に
満

　

た
な
い
方

●
給
付
対
象
児
童
／
給
付
対
象
者
の
平

　

成
26
年
1
月
分
の
児
童
手
当
（
特
例

　

給
付
を
含
む
）
の
対
象
と
な
る
児
童
。

　

た
だ
し
、
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対
象
者

　

や
生
活
保
護
の
被
保
護
者
等
は
除
く
。

●
給
付
額
／
給
付
対
象
児
童
１
人
に
つ

　

き
１
万
円

●
申
請
手
続
き
／
基
準
日
と
な
る
平
成

　

26
年
1
月
1
日
に
住
民
登
録
が
さ
れ

　

て
い
る
市
町
村
で
申
請
手
続
き
が
必

　

要
で
す
。
申
請
・
給
付
手
続
き
に
つ

　

い
て
は
、
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
し

　

ま
す
。

※
給
付
対
象
者
が
公
務
員
の
場
合

　

児
童
手
当
は
勤
務
先
か
ら
給
付
さ
れ

　

て
い
ま
す
が
、
子
育
て
世
帯
臨
時
特

　

例
給
付
金
の
給
付
は
平
成
26
年
１
月

　

１
日
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
市
町

　

村
で
申
請
手
続
き
を
行
う
こ
と
に
な

　

り
ま
す
。
勤
務
先
か
ら
発
行
さ
れ
る

　

証
明
書
が
必
要
で
す
。
既
に
交
付
を

　

受
け
ら
れ
た
方
は
、
申
請
時
期
ま
で

　

大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

給
付
を
装
っ
た
「
振
り
込
め
詐
欺
」
や

「
個
人
情
報
の
詐
取
」
に
注
意
！

　

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
給

付
に
あ
た
っ
て
、
市
町
村
や
厚
生
労
働

省
な
ど
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
銀
行
、
コ
ン
ビ
ニ

な
ど
の
現
金
自
動
支
払
機
）
の
操
作
を

お
願
い
す
る
こ
と
や
、
手
数
料
な
ど
の

振
込
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん
。

　

ま
た
、
市
町
村
や
厚
生
労
働
省
な
ど

が
個
人
情
報
を
照
会
す
る
こ
と
は
絶
対

に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
お
近
く
の
警
察
署
等
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
に
つ
い
て

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
子
育
て
世
帯
臨

時
特
例
給
付
金
に
つ
い
て
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
ご
不
明
な
点

な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
次
の
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
電
話
番
号
：

　

 

０
３-

３
５
９
５-

３
５
２
８

◎
開
設
時
間
：
９
時
～
18
時
（
土
・
日
・

　

祝
日
を
除
く
）

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
に
つ
い

て
は
、
子
育
て
推
進
課
が
担
当
し
て
い

ま
す
。

●
問
合
せ
／
子
育
て
推
進
課
（
西
木
庁

　

舎
）　

（
43
）
２
２
８
０

社
会
教
育
委
員
、
生
涯
学
習
奨
励
員
に
委
嘱
状
を
交
付

【
生
涯
学
習
奨
励
員
】

　

地
域
住
民
の
身
近
な
と
こ

ろ
で
学
習
活
動
を
奨
励
・
援
助

し
、
生
涯
学
習
を
活
発
に
す

る
た
め
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

奨
励
員
の
皆
さ
ん
は
各
々
得
意
分
野
で
公

民
館
活
動
や
サ
ー
ク
ル
活
動
を
通
し
活
躍
し

て
い
ま
す
。「
こ
ん
な
事
を
し
て
み
た
い
」・「
体

験
し
て
み
た
い
」
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
近

く
の
奨
励
員
の
方
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

生
涯
学
習
奨
励
員
は
次
の
方
々
で
す
。（
敬

称
略
、
新
＝
新
任
、
再
＝
再
任
）

　

会
長　

渡
辺 

勇
悦　

 （
角
館
）
再　

　

副
会
長　

坂
本 

邦
子
（
田
沢
湖
）
再

　

副
会
長　

門
脇 

ト
キ
ヨ
（
西
木
）
再  

　

委
員　

石
橋 

政
文　

 （
田
沢
湖
）
再  

　

委
員　

大
石 

光
子　

 （
田
沢
湖
）
再　

　

委
員　

千
田 

ミ
ワ　

 （
田
沢
湖
）
再　

　

委
員　

千
葉 

薫　

 　
（
田
沢
湖
）
再  

　

委
員　

赤
川 

和
子　

 （
角
館
）
再

　

委
員　

酒
井 

泉　

 　
（
角
館
）
新

　

委
員　

館
花 

久
子　

 （
角
館
）
再

　

委
員　

新
山 

仁　

 　
（
角
館
）
再

　

委
員　

新
山 

正
雄　

 （
西
木
）
新

　

委
員　

橋
本 

敦
子　

 （
西
木
）
再

　

委
員　

畠
澤
み
つ
子
（
西
木
）
新

　

委
員　

村
上　

新
子
（
西
木
）
再

　

任
期
２
年

　
（
平
成
26
年
２
月
20
日
～
平
成
28
年
２
月
19
日
）

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の

公
募
お
よ
び
説
明
会
に
つ
い
て

　

大
曲
仙
北
広
域
市
町
村
圏
組
合
で
は
、
介
護
保
険
事
業
計
画
に

基
づ
き
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
基
盤
整
備
を
進
め
て

い
ま
す
。

　

本
公
募
は
、
公
正
に
事
業
者
を
選
定
・
指
定
し
、
よ
り
優
良
な

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
す
る
た
め
に
実
施
す
る
も
の
で
す
。

◆
公
募
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
／

◆
応
募
要
件
／

　

①
設
置
主
体
は
法
人
で
あ
る
こ
と
。

　

②
整
備
年
度
内
に
事
業
の
開
始
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

　

③
介
護
保
険
法
第
78
条
の
２
第
４
項
お
よ
び
第
１
１
５
条
の
12

　
　

第
２
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

　

④
応
募
に
係
る
説
明
会
に
参
加
す
る
こ
と
。

◆
応
募
に
係
る
説
明
会
／

　

◎
日
時
：
５
月
15
日
（
木
）
14
時
～

　

◎
場
所
：
大
仙
市
役
所
仙
北
庁
舎
３
階
第
１
会
議
室

　

◎
申
込
期
限
：
５
月
９
日
（
金
）
17
時

　

※
法
人
名
、参
加
者
名
、電
話
番
号
、開
設
を
希
望
す
る
事
業
名
、

　
　

開
設
予
定
地
、
開
設
予
定
時
期
を
明
記
し
、
左
記
宛
に
Ｆ
Ａ

　
　

Ｘ
に
て
ご
連
絡
下
さ
い
。

◆
問
合
せ
／
介
護
保
険
事
務
所　

事
業
監
査
班

　

０
１
８
７
（
86
）
３
９
１
３　

FAX
０
１
８
７
（
86
）
３
９
１
４

介
護
保
険
事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

事
業
の
種
類

整
備
年
度

複
合
型
サ
ー
ビ
ス

平
成
26
年
度

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

平
成
26
年
度

介
護
予
防
教
室

「
若
返
り
教
室
」の
お
知
ら
せ

　

仙
北
市
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

高
齢
者
の
方
々
が
地
域
で
元
気
に
生
活

が
で
き
る
よ
う
に
お
手
伝
い
を
し
て
い

ま
す
。
こ
の
ご
ろ
な
ん
と
な
く
体
の
調

子
が
思
わ
し
く
な
い
方
や
膝
や
腰
が
痛

い
方
が
元
気
に
な
る
よ
う
に
第
２
の
心

臓
と
言
わ
れ
て
い
る
足
の
手
入
れ
や
自

分
で
で
き
る
簡
単
な
マ
ッ
サ
ー
ジ
方
法

な
ど
を
学
び
ま
す
。

●
期
日
／
４
月
23
日
、
４
月
30
日
、
５

　

月
７
日
、
５
月
14
日
、
５
月
21
日
、

　

５
月
28
日
、
６
月
４
日　

※
水
曜
日

●
会
場
／
角
館
交
流
セ
ン
タ
ー
（
和
室
）

●
時
間
／
10
時
～
11
時
30
分

●
対
象
／
65
才
以
上
の
方
で
要
介
護
・

　

要
支
援
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方

●
講
師
／
１
回
目
と
７
回
目
：
渡
辺
ユ

　

ミ
子
氏
（
秋
田
市
）、
２
回
目
か
ら

　

６
回
目
：
進
藤
ミ
ツ
ホ
氏
（
田
沢
湖
）

●
内
容
／
自
分
で
で
き
る
足
の
マ
ッ

　

サ
ー
ジ

●
準
備
す
る
も
の
／
タ
オ
ル
、
バ
ス
タ
オ

　

ル
、
水
分
補
給
の
た
め
の
水
か
お
茶

●
申
込
み
期
限
／
４
月
22
日
（
火
）

●
申
込
・
問
合
せ
／
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
西
木
庁
舎
）　

（
43
）
２
２
８
３
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